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(54)【発明の名称】 内視鏡用シース装置

(57)【要約】
【課題】本発明は、水ダレを十分に防止できる内視鏡用
シース装置を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明は、内視鏡１の挿入部２が挿通可能
な管路を有するシース６の管路内に上記内視鏡１の挿入
部２を挿通したとき、上記管路内面と上記挿入部２の外
面との間に上記シース６の延出方向に沿って流体通路を
形成し、この流体通路を通じて流体を送出もしくは吸引
する内視鏡用シース装置において、上記流体通路を形成
するシース６の流路形成部に上記流体通路を開放または
閉鎖する弁体１３を設けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡の挿入部が挿通可能な管路を有す
ると共に少なくとも一部を軟性部としたシースを備え、
上記シースの管路内に上記内視鏡の挿入部を挿通したと
き、上記管路内面と上記挿入部の外面との間に上記シー
スの延出方向に沿って流体通路を形成し、この流体通路
を通じて、流体送出・吸引手段により、流体を送出もし
くは吸引する内視鏡用シース装置において、
上記シースの軟性部における流体通路形成部内面に、上
記流体送出・吸引手段による流体の送出もしくは吸引動
作に応じて上記流体通路を開放または閉鎖する弾性的な
小径部を有した流路開閉手段を備えたことを特徴とする
内視鏡用シース装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡の挿入部を
挿通可能な管路を有したシース内に上記内視鏡の挿入部
を挿通したとき、シースの管路内面と挿入部の外面との
間に流体通路を形成し、この流体通路を通じて、流体送
出・吸引手段により、流体を送出もしくは吸引する内視
鏡用シース装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、硬性の挿入部を有した内視鏡にお
いて、その対物レンズ群の最先端に位置する第１レンズ
であるカバーガラスを洗浄するため、特開平７－２８９
５１４号公報のものにあっては、内視鏡の挿入部に外装
される硬性の洗浄管を利用し、洗浄管と挿入部とのクリ
アランスを介して内視鏡の先端におけるカバーガラスに
洗浄用液体を送液するようにしていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従
来の洗浄方式のものでは洗浄後においてクリアランス内
に残った洗浄液がカバーガラス表面へ滴れてくる現象で
ある“水ダレ”が起こり、体腔内観察中に視野不良を生
じる虞があった。洗浄後に吸引するようにしても、クリ
アランス内に残った洗浄液を十分に吸引しきれるもので
はない。この種の洗浄管を利用する形式においてはいわ
ゆる水ダレ防止構造を有するものはなかった。
【０００４】そこで、本発明では、水ダレを十分に防止
できる内視鏡用シース装置を提供することを目的とす
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】請求項１に係る発明は、
内視鏡の挿入部が挿通可能な管路を有すると共に少なく
とも一部を軟性部としたシースを備え、上記シースの管
路内に上記内視鏡の挿入部を挿通したとき、上記管路内
面と上記挿入部の外面との間に上記シースの延出方向に
沿って流体通路を形成し、この流体通路を通じて、流体
送出・吸引手段により、流体を送出もしくは吸引する内
視鏡用シース装置において、上記シースの軟性部におけ
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る流体通路形成部内面に、上記流体送出・吸引手段によ
る流体の送出もしくは吸引動作に応じて上記流体通路を
開放または閉鎖する弾性的な小径部を有した流路開閉手
段を備えたことを特徴とするものである。
【０００６】
【発明の実施の形態】＜第１実施形態＞図１乃至図３を
参照して本発明の第１実施形態に係る内視鏡用シース装
置を説明する。
【０００７】（構成）図１（ａ）中、符号１は電子式内
視鏡であって、本実施形態の内視鏡用シース装置を使用
するものである。この内視鏡１は体腔内等に挿入される
細長の挿入部２と、この挿入部２の基端に連設され把持
部を兼ねた太径の操作部３と、この操作部３からその後
方へ延出された可撓性を有するユニバーサルコード４を
設けて構成されている。
【０００８】内視鏡１の挿入部２は筒状の硬性部２ａ
と、この硬性部２ａの先端に連設され屈曲可動する湾曲
部２ｂと、この湾曲部２ｂの先端に連設され撮像及び対
物光学系を内蔵する先端硬質部２ｃとで構成されてい
る。先端硬質部２ｃの先端には対物光学系の最前に位置
するカバーガラス５が設けられている。
【０００９】この内視鏡１には挿入部２を覆うための湾
曲部付きのシース６が装着される。この外套用シース６
は挿入部２の外径よりやや大きな内径を持ち、この管路
内部に挿入部２を挿入した状態ではその管路内面と挿入
部２の外面との間にカバーガラス５の表面を洗浄するた
めの水の流路となるクリアランス７を形成する。このク
リアランス７は挿入部２の先端に位置する対物光学系の
カバーガラス５の領域に通じる。
【００１０】上記外套用シース６は内視鏡１との接続部
となるシース本体６ａと、このシース本体６ａの先端に
連設された筒状のシース硬性部６ｂと、このシース硬性
部６ｂの先端に連設され軟性部となる弾性チューブとし
ての湾曲ゴム部６ｃと、この湾曲ゴム部６ｃの先端に連
設されたシース先端硬質部６ｄによって構成されてい
る。また、図１（ｂ）に示すように、シース先端硬質部
６ｄの先端内周には内方へ突き出した縁６ｅが形成され
ている。
【００１１】図２に示すように、シース硬性部６ｂと湾
曲ゴム部６ｃはシース硬性部６ｂの先端に湾曲ゴム部６
ｃの後端を被嵌して接続してなり、この被嵌部外周には
テグス糸を巻き付けて縛り、この糸巻き部分を接着剤で
固めた湾曲ゴム糸巻き接着部８が形成されている。ま
た、湾曲ゴム部６ｃの先端はシース先端硬質部６ｄの基
端に被嵌して接続してなり、この接続部もテグス糸を巻
き付けて縛り、接着剤で固めた湾曲ゴム糸巻き接着部８
が上記同様に形成されている。
【００１２】シース６のシース本体６ａには突出した口
金１１が設けられている。この口金１１は上記シース６
内に形成されるクリアランス７に連通する。この口金１
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１にはポンプユニット１２と送水流路を形成しつつポン
プユニット１２に接続される。
【００１３】図２に示すように、シース６における流路
形成部、ここでは湾曲ゴム部６ｃの内面には流路開閉手
段としての弾性的な小径部を形成する弁体１３が湾曲ゴ
ム部６ｃと一体で形成されている。弁体１３はシース硬
性部６ｂの先端に近接する位置に配設され、かつ、挿通
された挿入部２の外周と接するように設けられている。
すなわち、この弁体１３は、挿入部２の外径よりもやや
小さな内径からなる小径部として形成され、先端側が薄
い肉厚の略三角形状の断面形状のものである。しかも、
弁体１３は、自然な状態では、シース６の内面から内方
へ直角に突き出すようになっている。図２（ａ）に示す
ように、内視鏡１の挿入部２をシース６内に挿入した状
態では弁体１３は挿入部２の外周に押圧された接触状態
となる。
【００１４】（作用）内視鏡１はシース６を装着した状
態で使用される。シース６を内視鏡１に装着する際、シ
ース６内に内視鏡１の挿入部２を挿入するが、このと
き、弁体１２は挿入部２の外周に接して押し込まれる。
このため、弁体１３は図２（ａ）で示すように前方へ押
し込まれ、その先端が押し込み方向に向いて湾曲する状
態で挿入部２の全外周と接している。つまり、弁体１３
は挿入部２の先端方向への水の流れによって開放し易
い、送水待機状態にある。
【００１５】内視鏡１を使用中に送水を行なった場合、
ポンプユニット１２より送られた水は口金１１とクリア
ランス７内を通り、図２（ｂ）に示すように、その水の
圧力により弁体１３をさらに挿入部２の先端側へ押し曲
げて流路を作り出し、先方へと流れる。弁体１３の先端
が予め先方に向いて湾曲する状態にあるため、その流れ
は弁体１３に阻害されず、スムーズである。シース６の
先端硬質部６ｄに達した水はその内方へ突き出した縁６
ｅにより流れの方向が強制的に転換され、カバーガラス
５の表面に向けて噴き出す。そしてカバーガラス５外表
面の汚れを洗い落とす。
【００１６】一方、吸引時、流路内では挿入部２の基端
側が負圧になることにより弁体１３は図３（ａ）に示す
ように基端側へ押し曲げられた形態となり、基端側のク
リアランス７内に残った水はポンプユニット１２によっ
て吸引される。この吸引後、弁体１３は図３に示すよう
に、挿入部２をシース６に挿入した時とは反対側に先端
が曲げられた形で挿入部２の外周と接する。この状態で
は弁体１３が挿入部２に押し付けられ、流路を閉鎖して
いるため、ポンプユニット１２で吸引しきれず、弁体１
３より基端側のクリアランス７内に残った水はその弁体
１３によって堰き止められる。また、弁体１３が挿入部
２に押し付けられ、流路を閉鎖しているため、ポンプユ
ニット１２で吸引しきれず、弁体１３より先端側のクリ
アランス７内に残った水（一般に微量）が仮にあっても
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その弁体１３によってその水の流れが阻害され、その水
は動かない。
【００１７】（効果）ポンプユニット１２により吸引し
切れず、クリアランス７内に残った水のカバーガラス５
表面への流れ出しは弁体１３によって塞き止められるた
め、水の流れ出しによる視野不良は起きない。
【００１８】＜第２実施形態＞図４を参照して本発明の
第２実施形態に係る内視鏡用シース装置を説明する。
【００１９】（構成）本実施形態に係る内視鏡用シース
６は内視鏡１の挿入部２の外径よりやや大きな内径を持
ち、内視鏡１の挿入部２を内部に挿入した状態でポンプ
ユニット１２から送り込まれる水をカバーガラス５の領
域に導く流路となるクリアランス７を形成する。シース
６は前述した第１実施形態と同様、シース本体６ａとシ
ース硬性部６ｂと湾曲ゴム部６ｃとシース先端硬質部６
ｄによって構成される。
【００２０】湾曲ゴム部６ｃは内視鏡１の挿入部２の外
径よりやや大きく、シース硬性部６ｂよりやや小さな内
径となる厚肉部１５を形成してなり、その厚肉部１５の
両端部分が厚肉部１５よりも薄く、端部それぞれがシー
ス硬性部６ｂとシース先端硬質部６ｄに外嵌し、その嵌
合部外周をテグスで縛り、その外周を接着することによ
り固定した湾曲ゴム糸巻き接着部８が形成されている。
これ以外は前述した第１実施形態のものと同じである。
【００２１】（作用）内視鏡１の挿入部２をシース６内
に挿入した直後の湾曲ゴム部６ｃは図４（ａ）に示すよ
うに湾曲ゴム部６ｃとの間にクリアランス７より十分に
狭い空間１６を形成している。
【００２２】ポンプユニット１２より送られた水は口金
１１とクリアランス７を通り、その水圧により湾曲ゴム
部６ｃを図４（ｂ）に示すように、外方向へ押し出した
配置とし、挿入部２との間に形成される流路であるクリ
アランス７を拡大させ、挿入部２の先端硬質部２ｃの内
周へ突き出した縁６ｅにより強制的に流れ方向が転換さ
れ、カバーガラス５の表面に噴出する。
【００２３】この送水後、ポンプユニット１２によって
クリアランス７内に存在する水を吸引する。この吸引工
程で吸引しきれなかった湾曲ゴム部６ｃよりも基端側の
クリアランス７内に残った水は湾曲ゴム部６ｃの厚肉部
１５で空間１６が狭まっているため、表面張力により、
水圧が加わらない限り、カバーガラス５の表面側には流
れ出すことがない。これ以外は前述した第１実施形態の
ものと同じである。
【００２４】（効果）ポンプユニット１２により吸引し
きれず、クリアランス７内に残った水のカバーガラス５
の表面への流れ出しを、湾曲ゴム部６ｃによって塞き止
めるため、水の流れ出しによる視野不良がなくなる。こ
れ以外は前述した第１実施形態のものと同じである。
【００２５】＜第３実施形態＞図５を参照して本発明の
第３実施形態に係る内視鏡用シース装置を説明する。
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【００２６】（構成）本実施形態でのシース６の湾曲ゴ
ム部６ｃは内視鏡１の挿入部２の外径よりもやや大きい
内径で、かつシース硬性部６ｂの内径よりもやや小さな
内径となる偏肉部１７を持つ。偏肉部１７は湾曲ゴム部
６ｃの一部、特に中央部の内外径を絞ったものである
が、略全長にわたりその肉厚は一定である。その他の構
成は前述した第２実施形態のものと同じである。
【００２７】（作用・効果）本実施形態の偏肉部１７の
作用は第２実施形態と同様であり、第２実施形態と同様
の効果を奏するが、特に略全長にわたりその湾曲ゴム部
６ｃの肉厚は一定であり、その一部に偏肉部１７を形成
するため、流体通路を開放または閉鎖する弁としての応
答性が高い。
【００２８】＜第４実施形態＞図６を参照して本発明の
第４実施形態に係る内視鏡用シース装置を説明する。
【００２９】（構成）本実施形態におけるシース６の湾
曲ゴム部６ｃは中間中心部の内径が内視鏡１の挿入部２
の外径よりもやや大きく、かつシース硬性部６ｂよりも
やや小さな内径を持ち、両側へラッパ状に拡大させた形
状のものである。略全長にわたりその肉厚は略一定であ
る。その他の構成は第２実施形態のものと同じである。
【００３０】（作用・効果）本実施形態の偏肉部１７の
作用は第２実施形態と同様であり、第２実施形態と同様
の効果を奏するが、特に略全長にわたりその湾曲ゴム部
６ｃの肉厚は一定であるため、流体通路を開放または閉
鎖する弁としての応答性が高い。
【００３１】＜第５実施形態＞図７を参照して本発明の
第５実施形態に係る内視鏡用シース装置を説明する。
【００３２】（構成）本実施形態におけるシース６の湾
曲ゴム部６ｃは３つの軟性チューブ部材２１ａと２１ｂ
と２１ｃからなり、軟性チューブ部材２１ａと２１ｂの
両端は封止されており、この軟性チューブ部材２１ａと
２１ｂの間に第３の軟性チューブ部材２１ｃが内装され
ている。３つの軟性チューブ部材２１ａ，２１ｂ，２１
ｃのうち少なくとも１つは異なる材質のものである。例
えば、内外の軟性チューブ部材２１ａ，２１ｂは同じ素
材からなり、中間の軟性チューブ部材２１ｃは他のもの
よりも硬度の低い樹脂を用いることが考えられる。その
他の構成は第２実施形態と同じである。
【００３３】（作用・効果）第２実施形態と同じものが
得られる。また、３つの軟性チューブ部材を用いて流路
開閉手段を構成するため、その用途に合った特性のもの
を構築できると共に、流体通路を開放または閉鎖する弁
としての応答性を高めることができる。
【００３４】＜第６実施形態＞図８を参照して本発明の
第６実施形態に係る内視鏡用シース装置を説明する。
【００３５】（構成）本実施形態におけるシース６の湾
曲ゴム部６ｃは外側の軟性チューブ部材２２ａと内側の
軟性部材２２ｂとを二色成形してなるものである。例え
ば外側の軟性チューブ部材２２ａよりも内側の軟性チュ
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ーブ部材２２ａの硬度を低いものとすることが考えられ
る。その他の構成は第２実施形態と同じである。
【００３６】（作用・効果）外側の軟性チューブ部材２
２ａとは別の内側の軟性チューブ部材２２ａを設け、外
側の軟性チューブ部材２２ａの硬度よりも内側の軟性チ
ューブ部材２２ａの硬度が低いので、軟性チューブ部材
２２ａの弁としての機能が高まる。その他、第２実施形
態と同じ作用・効果が得られる。
【００３７】＜第７実施形態＞図９を参照して本発明の
第７実施形態に係る内視鏡用シース装置を説明する。
【００３８】（構成）本実施形態におけるシース６の湾
曲ゴム部６ｃは外側の軟性チューブ部材２３ａと内側の
軟性部材２３ｂからなり、外側の軟性チューブ部材２３
ａの内側に軟性部材２３ｂを圧着して設けている。この
場合、両部材は異った硬度を有する。内側の軟性部材２
３ｂの硬度が低い方が望ましい。その他の構成は第２実
施形態と同じである。
【００３９】（作用・効果）外側の軟性チューブ部材２
３ａとは別に内側に軟性部材２３ｂを設けたので、内側
の軟性部材４３ｂの弁としての機能が高まる。特に外側
の軟性チューブ部材２３ａの硬度よりも内側の軟性部材
２３ｂの硬度が低いので、弁としての機能が一層高ま
る。その他、第２実施形態と同じ作用・効果が得られ
る。
【００４０】尚、本発明は前述した各実施形態に限定さ
れるものではなく、他の形態にも適用が可能なものであ
る。
【００４１】（付記）前述した説明によれば、以下に列
挙する事項および以下に列挙した事項を任意に組み合わ
せたものが得られる。
【００４２】１．内視鏡の挿入部が挿通可能な管路を有
すると共に少なくとも一部を軟性部としたシースを備
え、上記シースの管路内に上記内視鏡の挿入部を挿通し
たとき、上記管路内面と上記挿入部の外面との間に上記
シースの延出方向に沿って流体通路を形成し、この流体
通路を通じて、流体送出・吸引手段により、流体を送出
もしくは吸引する内視鏡用シース装置において、上記シ
ースの軟性部における流体通路形成部内面に、上記流体
送出・吸引手段による流体の送出もしくは吸引動作に応
じて上記流体通路を開放または閉鎖する弾性的な小径部
を有した流路開閉手段を備えたことを特徴とする内視鏡
用シース装置。
２．上記小径部はシースの軟性部と一体に成形されたこ
とを特徴とする第１項の内視鏡用シース装置。
３．上記小径部は弾性部材からなる弁であることを特徴
とする第１項の内視鏡用シース装置。
４．上記小径部はシースの長手方向に連続して形成され
たことを特徴とする第１項または第２項の内視鏡用シー
ス装置。
５．上記小径部はシースの軟性部に設けた厚肉部である
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ことを特徴とする第１項の内視鏡用シース装置。
６．上記小径部は、硬度の違う少なくとも２種以上のゴ
ムからなる多層構造としたことを特徴とする第１項の内
視鏡用シース装置。
【００４３】
【発明の効果】本発明によれば、カバーガラス洗浄後の
吸引工程で吸引しきれずにクリアランスに残った水を軟
性部で堰きとめ、水ダレを抑制するので、体空内観察中
に視野不良を起こすことなく良好な観察画像を得ること
が出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る湾曲部付きの内視
鏡用シース装置を示し、（ａ）はシース内に内視鏡を装
着した状態の全体説明図であリ、（ｂ）は内視鏡を湾曲
させたときの先端部分の縦断面図である。
【図２】（ａ）は図１（ａ）のＡ部を拡大して示す送水
後の縦断面図であり、（ｂ）は同じくその部分の送水時
の縦断面図である。
【図３】（ａ）は図１（ａ）のＡ部を拡大して示す吸引
後の縦断面図であり、（ｂ）は同じくその部分の吸引時
の縦断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る湾曲部付きの内視
鏡用シース装置を示し、（ａ）は図１（ａ）のＡ部に対
応した部分を拡大して示す送水後の縦断面図であり、
（ｂ）は同じくその部分の送水時の縦断面図である。 *
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*【図５】本発明の第３実施形態に係る湾曲部付きの内視
鏡用シース装置を示し、図１（ａ）のＡ部に対応した部
分を拡大して示す縦断面図である。
【図６】本発明の第４実施形態に係る湾曲部付きの内視
鏡用シース装置を示し、図１（ａ）のＡ部に対応した部
分を拡大して示す縦断面図である。
【図７】本発明の第５実施形態に係る湾曲部付きの内視
鏡用シース装置を示し、図１（ａ）のＡ部に対応した部
分を拡大して示す縦断面図である。
【図８】本発明の第６実施形態に係る湾曲部付きの内視
鏡用シース装置を示し、図１（ａ）のＡ部に対応した部
分を拡大して示す縦断面図である。
【図９】本発明の第７実施形態に係る湾曲部付きの内視
鏡用シース装置を示し、図１（ａ）のＡ部に対応した部
分を拡大して示す縦断面図である。
【符号の説明】
１  …内視鏡
２  …挿入部
５  …カバーガラス
６  …シース
６ｃ…湾曲部
７  …クリアランス
１２  …ポンプユニット
１３  …弁体

【図１】 【図２】

【図５】
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